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 鴨川市個人情報の保護に関する法律等施行細則をここに公布する。 

  令和５年３月 31 日 

                           鴨川市長 長谷川 孝夫   

 

鴨川市規則第 15号 

   鴨川市個人情報の保護に関する法律等施行細則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号。以下「法」

という。）及び鴨川市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年鴨川市条例第 号。

以下「条例」という。）の施行に関し、個人情報の保護に関する法律施行令（平成 15 年

政令第 507 号。以下「令」という。）及び個人情報の保護に関する法律施行規則（平成

28 年個人情報保護委員会規則第３号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものと

する。 

 （地方公共団体の長が指定する施設） 

第２条 令第 16条第２号に規定する地方公共団体の長が指定する施設は、次に掲げる施設

とする。 

 (１) 鴨川市郷土資料館 

 (２) 鴨川市文化財センター 

 （保有個人情報開示請求書） 

第３条 法第77条第１項の書面は、保有個人情報開示請求書（別記第１号様式）とする。 

 （保有個人情報開示請求書等の補正） 

第４条 法第77条第３項、第91条第３項又は第99条第３項の規定により保有個人情報開示

請求書、保有個人情報訂正請求書又は保有個人情報利用停止請求書の補正を求めるとき

は、保有個人情報開示（訂正・利用停止）請求書補正通知書（別記第２号様式）により

行うものとする。 

 （保有個人情報開示決定通知書等） 

第５条 法第82条第１項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるもの

とする。 

 (１) 開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定をしたとき 保有個人情

報開示決定通知書（別記第３号様式） 

 (２) 開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定をしたとき 保有個人情

報部分開示決定通知書（別記第４号様式） 

２ 法第82条第２項の書面は、保有個人情報不開示決定通知書（別記第５号様式）とする。 

 （保有個人情報開示決定等期間延長通知書） 

第６条 法第83条第２項の書面は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書（別記第６号

様式）とする。 

 （保有個人情報開示決定等の期間の特例適用通知書） 

第７条 法第84条の書面は、保有個人情報開示決定等の期間の特例適用通知書（別記第７

号様式）とする。 

 （保有個人情報開示請求事案移送通知書） 

第８条 法第85条第１項の書面は、保有個人情報開示請求事案移送通知書（別記第８号様

式）とする。 
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 （保有個人情報の開示請求に関する意見照会書等） 

第９条 法第86条第１項の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に関する意見照会

書（別記第９号様式）により行うものとする。 

２ 法第86条第２項の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に関する意見照会書（別

記第10号様式）により行うものとする。 

３ 法第86条第１項又は第２項の意見書は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書（別

記第11号様式）とする。 

４ 法第86条第３項の書面は、保有個人情報の開示決定をした旨の通知書（別記第12号様

式）とする。 

 （開示の実施等） 

第10条 法第87条第１項に規定する行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的

記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 

 (１) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法 

  ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取 

  イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付 

 (２) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法 

  ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴 

  イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの

交付 

 (３) 電磁的記録（前２号に該当するものを除く。） 次に掲げる方法であって、実施機

関が保有するプログラム（電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ること

ができるように組み合わされたものをいう。）により行うことができるもの 

  ア 当該電磁的記録を産業標準化法（昭和24年法律第185号）第20条第１項に規定する

日本産業規格（以下「日本産業規格」という。）Ａ列３番（以下「Ａ３判」という。）

以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧 

  イ 当該電磁的記録を専用機器（開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために

備え付けられているものに限る。）により再生したものの閲覧又は視聴 

  ウ 当該電磁的記録をＡ３判以下の大きさの用紙に出力したものの交付 

  エ 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付 

  オ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付 

２ 法第87条第１項の規定により閲覧の方法で保有個人情報の開示を受ける者は、その開

示に際して、当該保有個人情報が記録されている公文書を改ざんし、若しくは汚損し、

又は破損してはならない。 

３ 市長は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、

その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。 

４ 法第87条第１項の規定により写しの交付をするときの部数は、開示する保有個人情報

が記録されている公文書１件につき１部とする。 

 （保有個人情報の開示の実施の方法等に係る申出書） 

第11条 令第26条第１項の書面は、保有個人情報の開示の実施の方法等に係る申出書（別

記第13号様式）とする。 

 （物品の供与に要する費用の負担） 

第12条 条例第３条第２項の規定により物品の供与により保有個人情報の開示を受ける者



- 3 - 

が負担する費用は、別表に定めるところによる。 

 （写しの送付に要する費用の納入方法） 

第13条 令第28条第４項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。 

 (１) 郵便切手により納入する方法 

 (２) 市長が発行する納入通知書により納入する方法 

 （保有個人情報訂正請求書） 

第14条 法第91条第１項の書面は、保有個人情報訂正請求書（別記第14号様式）とする。 

 （保有個人情報訂正決定通知書等） 

第15条 法第93条第１項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるもの

とする。 

 (１) 保有個人情報の全部を訂正する旨の決定をしたとき 保有個人情報訂正決定通知

書（別記第15号様式） 

 (２) 保有個人情報の一部を訂正する旨の決定をしたとき 保有個人情報部分訂正決定

通知書（別記第16号様式） 

２ 法第93条第２項の書面は、保有個人情報訂正拒否決定通知書（別記第17号様式）とす

る。 

 （保有個人情報訂正決定等期間延長通知書） 

第16条 法第94条第２項の書面は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書（別記第18号

様式）とする。 

 （保有個人情報訂正決定等の期間の特例適用通知書） 

第17条 法第95条の書面は、保有個人情報訂正決定等の期間の特例適用通知書（別記第19

号様式）とする。 

 （保有個人情報訂正請求事案移送通知書） 

第18条 法第96条第１項の書面は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書（別記第20号様

式）とする。 

 （保有個人情報訂正実施通知書） 

第19条 法第97条の書面は、保有個人情報訂正実施通知書（別記第21号様式）とする。 

 （保有個人情報利用停止請求書） 

第20条 法第99条第１項の書面は、保有個人情報利用停止請求書（別記第22号様式）とす

る。 

 （保有個人情報利用停止決定通知書等） 

第21条 法第101条第１項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるもの

とする。 

 (１) 保有個人情報の全部の利用停止をする旨の決定をしたとき 保有個人情報利用停

止決定通知書（別記第23号様式） 

 (２) 保有個人情報の一部の利用停止をする旨の決定をしたとき 保有個人情報部分利

用停止決定通知書（別記第24号様式） 

２ 法第101条第２項の書面は、保有個人情報利用停止拒否決定通知書（別記第25号様式）

とする。 

 （保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書） 

第22条 法第102条第２項の書面は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書（別記第

26号様式）とする。 
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 （保有個人情報利用停止決定等の期間の特例適用通知書） 

第23条 法第103条の書面は、保有個人情報利用停止決定等の期間の特例適用通知書（別記

第27号様式）とする。 

 （鴨川市行政不服審査会に諮問をした旨の通知） 

第24条 法第105条第３項において準用する同条第２項の規定による通知は、鴨川市行政不

服審査会諮問通知書（別記第28号様式）により行うものとする。 

 （その他） 

第25条 この規則に定めるもののほか、法及び条例の施行に関し必要な事項は、別に定め

る。 

   附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

別表（第12条関係） 

公文書の種別 写しの作成方法 費用の額 

１ 文書又は図画（２

の項から４の項ま

でに該当するもの

を除く。） 

複写機による複写（単色） 用紙１枚につき 10 円 

複写機による複写（カラー） Ｂ４まで用紙１枚につき 50

円、Ａ３は用紙１枚につき 80

円 

２ マイクロフィル

ム 

用紙への印刷 用紙１枚につき 80 円 

３ 写真フィルム 印画紙への印画 印画紙１枚につき 30 円 

４ スライド 印画紙への印画 印画紙１枚につき 100 円 

５ 録音テープ 録音カセットテープへの複写 録音カセットテープ１巻につ

き 430 円 

６ ビデオテープ又

はビデオディスク 

ビデオカセットテープへの複

写 

ビデオカセットテープ１巻に

つき 580 円 

７ 電磁的記録 用紙への出力（単色） １枚につき 10 円 

 用紙への出力（カラー） Ｂ４まで用紙１枚につき 50

円、Ａ３は用紙１枚につき 80

円 

 フレキシブルディスクカート

リッジへの複写 

フレキシブルディスクカート

リッジ１枚につき 50 円 

 光ディスク（ＣＤ―Ｒ）への

複写 

ＣＤ―Ｒ１枚につき 100 円 

 光ディスク（ＤＶＤ―Ｒ）へ

の複写 

ＤＶＤ―Ｒ１枚につき 120 円 

備考 

 １ 文書又は図画（マイクロフィルム、写真フィルム及びスライドを除く。）を複写する

用紙及び電磁的記録を出力する用紙は、Ａ３判以下の用紙とし、これを超える規格の

用紙を用いる場合の費用の額は、Ａ３判の用紙を用いた場合の枚数に換算して算定し

た額とする。 

 ２ マイクロフィルムを印刷する場合の用紙は、日本産業規格Ａ列４番の用紙とする。 
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 ３ 複写又は印刷を用紙の両面に行う場合の費用の額は、当該用紙の片面を１枚として

算定する。 

 ４ 印画紙は、縦89ミリメートル、横127ミリメートルのものとする。 

 ５ 録音カセットテープは、日本産業規格Ｃ5568に適合する記録時間120分のものとする。 

 ６ ビデオカセットテープは、日本産業規格Ｃ5581に適合する記録時間120分のものとす

る。 

 ７ フレキシブルディスクカートリッジは、日本産業規格Ｘ6223に適合する幅90ミリメ

ートルのものとする。 

 ８ 光ディスク（ＣＤ―Ｒ）は、日本産業規格Ｘ0606及びＸ6281に適合する直径120ミリ

メートルの光ディスクで、１回限り書込みが可能な記録容量700メガバイトのものとす

る。 

 ９ 光ディスク（ＤＶＤ―Ｒ）は、日本産業規格Ｘ6241に適合する直径120ミリメートル

の光ディスクで、１回限り書込みが可能な記録容量片面一層4.7ギガバイトのものとす

る。 
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別 記 

 第１号様式（第３条関係） 

 

保有個人情報開示請求書 

                               年  月  日  

（実施機関名） 

  

 

               請求者 住所又は居所 

                   氏名 

                   連絡先電話番号    （   ）     

 

 

 個人情報の保護に関する法律第 77 条第１項の規定により、下記のとおり保有個人情報の

開示を請求します。 

記 

１ 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称又は保有個人情報の内容

（保有個人情報を特定するため具体的に記入してください。） 

 

 

 

 

２ 希望する開示の実施の方法等（本欄の記載は任意です。） 

  (１)又は(２)のいずれかを選択してください。(１)を選択した場合は、実施の方法及

び希望日を記入してください。（□には✓印を付してください。） 

□(１) 事務所における開示の実施を希望する。 

  〈実施の方法〉 □閲覧 □写しの交付 

          □その他（                       ） 

  〈実施の希望日〉     年  月  日 

□(２) 写しの送付を希望する。 

３ 本人等の確認（□には✓印を付してください。） 

(１) 開示請求者 □本人 □法定代理人 □任意代理人 

(２) 開示請求者本人確認書類 

  □運転免許証 □健康保険被保険者証 □個人番号カード □在留カード 

  □特別永住者証明書 □その他（                     ） 

※ 開示請求書を送付して請求する場合には、上記に加えて、住民票の写し等を添付し

てください。 

(３) 本人の状況等（法定代理人又は任意代理人が請求する場合にのみ記入してくださ

い。） 

 ア 本人の状況 □未成年者（    年  月  日生） □成年被後見人 

         □任意代理人委任者 

 イ 本人の氏名 
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 ウ 本人の住所又は居所 

(４) 法定代理人が請求する場合、次のいずれかの書類を提示し、又は提出してくださ

い。 

   請求資格確認書類 □戸籍謄本 □登記事項証明書 □その他（      ） 

(５) 任意代理人が請求する場合、次の書類を提示し、又は提出してください。 

   請求資格確認書類 □委任状 □その他（                ） 
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 第２号様式（第４条関係） 

                               第     号  

                               年  月  日  

 

           様 

 

                  （実施機関名）           印   

 

 

保有個人情報開示（訂正・利用停止）請求書補正通知書 

 

     年  月  日付けで提出のあった保有個人情報開示（訂正・利用停止）請求

書について不備があるので、個人情報の保護に関する法律第 77 条第３項（第 91 条第３項・

第 99 条第３項）の規定により、次のとおり補正を求めます。 

 

１ 補正を求める内容  

 

 

２ 補正の期限     年  月  日 

３ 所管課  

電話   （   ）    内線 

備考 補正を求める内容について記載した書面を、補正の期限までに所管課に提出してく

ださい。 
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 第３号様式（第５条関係） 

                                第     号  

                                年  月  日  

 

           様 

 

                  （実施機関名）           印   

 

 

保有個人情報開示決定通知書 

 

     年  月  日付けで開示請求のあった保有個人情報については、個人情報の

保護に関する法律第 82条第１項の規定により、下記のとおり開示することと決定したので

通知します。 

記 

１ 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称又は保有個人情報の内容 

 

 

２ 開示する保有個人情報の利用目的 

 

 

３ 開示の実施の方法等（別添の説明事項を確認してください。） 

(１) 開示の実施の方法等 

 

(２) 事務所における開示を実施することができる日時及び場所 

 ア 期間     年  月  日から    年  月  日まで 

      （土・日曜、祝祭日を除く。） 

 イ 時間 

 ウ 場所 

(３) 写しの送付を希望する場合の準備日数   日 

(４) 送付に要する費用（見込額）    円 

４ 所管課 

 

  電話   （   ）   内線    
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 第４号様式（第５条関係） 

                                第     号  

                                年  月  日  

 

           様 

 

                  （実施機関名）           印   

 

 

保有個人情報部分開示決定通知書 

 

     年  月  日付けで開示請求のあった保有個人情報については、個人情報の

保護に関する法律第 82条第１項の規定により、下記のとおりその一部を開示することと決

定したので通知します。 

記 

１ 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称又は保有個人情報の内容 

 

 

２ 不開示とした部分の概要とその理由 

(１) 不開示とした部分の概要 

 

(２) 理由 

   個人情報の保護に関する法律第 78条第１項第   号  に該当 

 

３ 開示する保有個人情報の利用目的 

 

 

４ 開示の実施の方法等（別添の説明事項を確認してください。） 

(１) 開示の実施の方法等 

 

(２) 事務所における開示を実施することができる日時及び場所 

 ア 期間     年  月  日から    年  月  日まで 

      （土・日曜、祝祭日を除く。） 

 イ 時間 

 ウ 場所 

(３) 写しの送付を希望する場合の準備日数   日 

(４) 送付に要する費用（見込額）    円 

４ 所管課 

 

  電話   （   ）   内線    

（教示）



- 11 - 

 第５号様式（第５条関係） 

                                第     号  

                                年  月  日  

 

           様 

 

                  （実施機関名）           印   

 

 

保有個人情報不開示決定通知書 

 

     年  月  日付けで開示請求のあった保有個人情報については、個人情報の

保護に関する法律第 82条第２項の規定により、下記のとおり全部を開示しないことと決定

したので通知します。 

記 

開示請求に係る保

有個人情報が記録

されている公文書

の名称又は保有個

人情報の内容 

 

開示をしない理由 個人情報の保護に関する法律第  条       に該当 

 

 

所管課  

電話   （   ）    内線 

（教示） 
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 第６号様式（第６条関係） 

                                第     号  

                                年  月  日  

 

           様 

 

                  （実施機関名）           印   

 

 

保有個人情報開示決定等期間延長通知書 

 

     年  月  日付けで開示請求のあった保有個人情報については、個人情報の

保護に関する法律第 83条第２項の規定により、下記のとおり開示決定等の期間を延長した

ので通知します。 

記 

開示請求に係る保有個人情

報が記録されている公文書

の名称又は保有個人情報の

内容 

 

延長後の期間     日（開示決定等期限     年  月  日） 

延長の理由  

 

所管課  

電話   （   ）    内線 
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 第７号様式（第７条関係） 

                                第     号  

                                年  月  日  

 

           様 

 

                  （実施機関名）           印   

 

 

保有個人情報開示決定等の期間の特例適用通知書 

 

     年  月  日付けで開示請求のあった保有個人情報については、個人情報の

保護に関する法律第 84条の規定により、下記のとおり開示決定等の期間を延長したので通

知します。 

記 

開示請求に係る保有個人情

報が記録されている公文書

の名称又は保有個人情報の

内容 

 

法第 84 条の規定（開示決定

等の期間の特例）を適用する

理由 

 

残りの保有個人情報につい

て開示決定等をする期限 

（    年  月  日までに可能な部分について開示

決定等を行い、残りの部分については、次の期限までに開

示決定等を行う予定です。） 

     年  月  日 

所管課  

電話   （   ）    内線 
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 第８号様式（第８条関係） 

                                第     号  

                                年  月  日  

 

           様 

 

                  （実施機関名）           印   

 

 

保有個人情報開示請求事案移送通知書 

 

     年  月  日付けで請求のあった保有個人情報の開示請求に係る事案につい

ては、個人情報の保護に関する法律第 85条第１項の規定により、下記のとおり移送したの

で通知します。 

記 

開示請求に係る保有個人情

報が記録されている公文書

の名称又は保有個人情報の

内容 

 

移送した日      年  月  日 

移送の理由  

 

移送先の行政機関の長等 １ 行政機関の長等の名称 

 

２ 連絡先 

 (１) 所管課 

 (２) 担当者名 

 (３) 所在地 

 (４) 電話    （   ）    内線 

事案の移送をした所管課  

電話   （   ）    内線 
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 第９号様式（第９条関係） 

 （個人情報の保護に関する法律第 86 条第１項適用） 

                                第     号  

                                年  月  日  

 

           様 

 

                  （実施機関名）           印   

 

 

保有個人情報の開示請求に関する意見照会書 

 

     に関する情報が含まれている保有個人情報について、個人情報の保護に関する

法律第 77条第１項の規定による開示請求があり、当該保有個人情報について開示決定等を

行う際の参考とするため、同法第 86条第１項の規定により、御意見を伺うこととしました。 

 つきましては、当該保有個人情報を開示することにつき御意見があるときは、同封した

「保有個人情報の開示決定等に関する意見書」を提出していただきますようお願いします。 

 なお、提出期限までに意見書の提出がない場合には、特に御意見がないものとして取り

扱わせていただきます。 

記 

開示請求に係る保有個人情

報が記録されている公文書

の名称又は保有個人情報の

内容 

 

開示請求の年月日     年  月  日 

開示請求に係る保有個人情

報に含まれている     

に関する情報の内容 

 

意見書の提出先 （所管課） 

（電話）   （   ）    （内線） 

意見書の提出期限     年  月  日 
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 第 10 号様式（第９条関係） 

 （個人情報の保護に関する法律第 86 条第２項適用） 

                                第     号  

                                年  月  日  

 

           様 

 

                  （実施機関名）           印   

 

 

保有個人情報の開示請求に関する意見照会書 

 

     に関する情報が含まれている保有個人情報について、個人情報の保護に関する

法律第 77条第１項の規定による開示請求があり、当該保有個人情報について開示決定等を

行う際の参考とするため、同法第 86条第２項の規定により、御意見を伺うこととしました。 

 つきましては、当該保有個人情報を開示することにつき御意見があるときは、同封した

「保有個人情報の開示決定等に関する意見書」を提出していただきますようお願いします。 

 なお、提出期限までに意見書の提出がない場合には、特に御意見がないものとして取り

扱わせていただきます。 

記 

開示請求に係る保有個人情

報が記録されている公文書

の名称又は保有個人情報の

内容 

 

開示請求の年月日     年  月  日 

法第 86 条第２項第１号又は

第２号の規定の適用区分及

びその理由 

適用区分 □第１号 □第２号 

（適用理由） 

開示請求に係る保有個人情

報に含まれている     

に関する情報の内容 

 

意見書の提出先 （所管課） 

（電話）   （   ）    （内線） 

意見書の提出期限     年  月  日 
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 第 11 号様式（第９条関係） 

 

保有個人情報の開示決定等に関する意見書 

                               年  月  日  

（実施機関名） 

  

 

                   住所又は居所（法人その他の団体にあっては、

その主たる事務所の所在地） 

 

                   氏名（法人その他の団体にあっては、名称及び

代表者職氏名） 

 

 

 

     年  月  日付けで照会のあった保有個人情報の開示について、下記のとお

り意見を提出します。 

記 

開示請求に係る保有個人情

報が記録されている公文書

の名称又は保有個人情報の

内容 

 

開示に関しての意見 

（□には✓印を付してくだ

さい。） 

□保有個人情報を開示されることについて支障がない。 

 

□保有個人情報を開示されることについて支障がある。 

１ 支障（不利益）がある部分 

 

 

２ 支障（不利益）の具体的理由 

 

 

連絡先電話番号  
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 第 12 号様式（第９条関係） 

                                第     号  

                                年  月  日  

 

           様 

 

                  （実施機関名）           印   

 

 

保有個人情報の開示決定をした旨の通知書 

 

     から    年  月  日付けで「保有個人情報の開示決定等に関する意見

書」の提出がありました保有個人情報については、下記のとおり開示決定しましたので、

個人情報の保護に関する法律第 86条第３項の規定により通知します。 

記 

開示請求に係る保有個人情

報が記録されている公文書

の名称又は保有個人情報の

内容 

 

開示することとした理由  

開示決定をした日     年  月  日 

開示を実施する日     年  月  日 

所管課  

電話   （   ）    内線 

（教示） 
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 第 13 号様式（第 11条関係） 

 

保有個人情報の開示の実施の方法等に係る申出書 

                               年  月  日  

（実施機関名） 

  

 

               申出者 住所又は居所 

                   氏名 

                   連絡先電話番号    （   ）     

 

 

 個人情報の保護に関する法律第 87 条第３項の規定により、下記のとおり申出をします。 

記 

１ 保有個人情報開示決定通知書の文書番号及び日付 

 (１) 文書番号  

 (２) 日付     年  月  日 

 

２ 希望する開示の実施の方法 

開示請求に係る保有個人

情報が記録されている公

文書の名称又は保有個人

情報の内容 

 

開示の実施の方法 □(１) 閲覧 

 

□① 全部 

□② 一部（       ） 

 □(２) 複写したものの交付 

 

□① 全部 

□② 一部（       ） 

 □(３) その他 

（           ） 

□① 全部 

□② 一部（       ） 

備考 該当する項目の□に✓印を付してください。また、「(３)その他」及び「②一部」を

選択した場合、（ ）内にその内容を記入してください。 

 

３ 開示の実施を希望する日 

      年  月  日 午前・午後  時  分 

 

４ 「写しの送付」の希望の有無（□には✓印を付してください。） 

  □希望する → 同封する郵便切手等の額    円 

  □希望しない 
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 第 14 号様式（第 14条関係） 

 

保有個人情報訂正請求書 

                               年  月  日  

（実施機関名） 

  

 

               請求者 住所又は居所 

                   氏名 

                   連絡先電話番号    （   ）     

 

 

 個人情報の保護に関する法律第 91 条第１項の規定により、下記のとおり保有個人情報の

訂正を請求します。 

記 

訂正請求に係る保有個人

情報の開示を受けた日 
    年  月  日 

開示決定に基づき開示を

受けた保有個人情報 

１ 開示決定通知書の文書番号 

２ 日付    年  月  日 

３ 訂正請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の

名称又は保有個人情報の内容 

 

訂正請求の趣旨及び理由 １ 趣旨 

 

２ 理由 

 

本人等の確認（□には✓印を付してください。） 

１ 訂正請求者 □本人 □法定代理人 □任意代理人 

２ 訂正請求者本人確認書類 

  □運転免許証 □健康保険被保険者証 □個人番号カード □在留カード 

  □特別永住者証明書 □その他（                     ） 

 ※ 訂正請求書を送付して請求する場合には、上記に加えて、住民票の写し等を添付し

てください。 

３ 本人の状況等（法定代理人又は任意代理人が請求する場合にのみ記入してください。） 

 (１) 本人の状況 □未成年者（    年  月  日生） □成年被後見人 

          □任意代理人委任者 

 (２) 本人の氏名 

 (３) 本人の住所又は居所 

４ 法定代理人が請求する場合、次のいずれかの書類を提示し、又は提出してください。 

  請求資格確認書類 □戸籍謄本 □登記事項証明書 □その他（      ） 
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５ 任意代理人が請求する場合、次の書類を提示し、又は提出してください。 

  請求資格確認書類 □委任状 □その他（                ） 
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 第 15 号様式（第 15条関係） 

                                第     号  

                                年  月  日  

 

           様 

 

                  （実施機関名）           印   

 

 

保有個人情報訂正決定通知書 

 

     年  月  日付けで訂正請求のあった保有個人情報については、個人情報の

保護に関する法律第 93条第１項の規定により、下記のとおり訂正することと決定したので

通知します。 

記 

訂正請求に係る保有個人情報

が記録されている公文書の名

称又は保有個人情報の内容 

 

訂正請求の趣旨  

訂正決定をする内容及び理由 １ 訂正内容 

 

 

２ 訂正理由 

 

 

所管課  

電話   （   ）    内線 



- 23 - 

 第 16 号様式（第 15条関係） 

                                第     号  

                                年  月  日  

 

           様 

 

                  （実施機関名）           印   

 

 

保有個人情報部分訂正決定通知書 

 

     年  月  日付けで訂正請求のあった保有個人情報については、個人情報の

保護に関する法律第 93条第１項の規定により、下記のとおりその一部を訂正することと決

定したので通知します。 

記 

訂正請求に係る保有個人情報

が記録されている公文書の名

称又は保有個人情報の内容 

 

訂正請求の趣旨  

訂正決定をする内容及び理由 １ 訂正内容 

 

 

２ 訂正理由 

 

 

訂正しない部分の概要とその

理由 

１ 訂正しない部分の概要 

 

 

２ 訂正しない理由 

 

 

所管課  

電話   （   ）    内線 

（教示） 
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 第 17 号様式（第 15条関係） 

                                第     号  

                                年  月  日  

 

           様 

 

                  （実施機関名）           印   

 

 

保有個人情報訂正拒否決定通知書 

 

     年  月  日付けで訂正請求のあった保有個人情報については、個人情報の

保護に関する法律第 93条第２項の規定により、下記のとおり訂正しないことと決定したの

で通知します。 

記 

訂正請求に係る保有個人情報

が記録されている公文書の名

称又は保有個人情報の内容 

 

訂正しない理由  

 

所管課  

電話   （   ）    内線 

（教示） 
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 第 18 号様式（第 16条関係） 

                                第     号  

                                年  月  日  

 

           様 

 

                  （実施機関名）           印   

 

 

保有個人情報訂正決定等期間延長通知書 

 

     年  月  日付けで訂正請求のあった保有個人情報については、個人情報の

保護に関する法律第 94条第２項の規定により、下記のとおり訂正決定等の期間を延長した

ので通知します。 

記 

訂正請求に係る保有個人情報

が記録されている公文書の名

称又は保有個人情報の内容 

 

延長後の期間     日（訂正決定等期限     年  月  日） 

延長の理由  

所管課  

電話   （   ）    内線 
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 第 19 号様式（第 17条関係） 

                                第     号  

                                年  月  日  

 

           様 

 

                  （実施機関名）           印   

 

 

保有個人情報訂正決定等の期間の特例適用通知書 

 

     年  月  日付けで訂正請求のあった保有個人情報については、個人情報の

保護に関する法律第 95条の規定により、下記のとおり訂正決定等の期間を延長したので通

知します。 

記 

訂正請求に係る保有個人情報

が記録されている公文書の名

称又は保有個人情報の内容 

 

法第 95 条の規定（訂正決定等

の期限の特例）を適用する理

由 

 

訂正決定等をする期限     年  月  日 

所管課  

電話   （   ）    内線 
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 第 20 号様式（第 18条関係） 

                                第     号  

                                年  月  日  

 

           様 

 

                  （実施機関名）           印   

 

 

保有個人情報訂正請求事案移送通知書 

 

     年  月  日付けで請求のあった保有個人情報の訂正請求に係る事案につい

ては、個人情報の保護に関する法律第 96条第１項の規定により、下記のとおり移送したの

で通知します。 

記 

訂正請求に係る保有個人情

報が記録されている公文書

の名称又は保有個人情報の

内容 

 

移送した日      年  月  日 

移送の理由  

 

移送先の行政機関の長等 １ 行政機関の長等の名称 

 

２ 連絡先 

 (１) 所管課 

 (２) 担当者名 

 (３) 所在地 

 (４) 電話    （   ）    内線 

事案の移送をした所管課  

電話   （   ）    内線 
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 第 21 号様式（第 19条関係） 

                                第     号  

                                年  月  日  

 

           様 

 

                  （実施機関名）           印   

 

 

保有個人情報訂正実施通知書 

 

     に提供している下記の保有個人情報については、個人情報の保護に関する法律

第 92 条の規定により訂正を実施したので、同法第 97 条の規定により通知します。 

記 

訂正請求に係る保有個人情報

が記録されている公文書の名

称又は保有個人情報の内容 

 

訂正請求者の氏名、住所等保

有個人情報を特定するための

情報 

 

訂正請求の趣旨  

訂正決定をする内容及び理由 １ 訂正内容 

 

 

２ 訂正理由 

 

 

所管課  

電話   （   ）    内線 
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 第 22 号様式（第 20条関係） 

 

保有個人情報利用停止請求書 

                               年  月  日  

（実施機関名） 

  

 

               請求者 住所又は居所 

                   氏名 

                   連絡先電話番号    （   ）     

 

 

 個人情報の保護に関する法律第 99 条第１項の規定により、下記のとおり保有個人情報の

利用停止を請求します。 

記 

利用停止請求に係る保有個

人情報の開示を受けた日 
    年  月  日 

開示決定に基づき開示を受

けた保有個人情報 

１ 開示決定通知書の文書番号 

２ 日付    年  月  日 

３ 利用停止請求に係る保有個人情報が記録されている公

文書の名称又は保有個人情報の内容 

 

利用停止請求の趣旨及び理

由 

１ 趣旨（□には✓印を付してください。） 

 □法第 98 条第１項第１号該当→□利用の停止 □消去 

 □法第 98 条第１項第２号該当→提供の停止 

２ 理由 

 

本人等の確認（□には✓印を付してください。） 

１ 利用停止請求者 □本人 □法定代理人 □任意代理人 

２ 利用停止請求者本人確認書類 

  □運転免許証 □健康保険被保険者証 □個人番号カード □在留カード 

  □特別永住者証明書 □その他（                     ） 

 ※ 利用停止請求書を送付して請求をする場合には、上記に加えて、住民票の写し等を

添付してください。 

３ 本人の状況等（法定代理人又は任意代理人が請求する場合にのみ記入してください。） 

 (１) 本人の状況 □未成年者（    年  月  日生） □成年被後見人 

          □任意代理人委任者 

 (２) 本人の氏名 

 (３) 本人の住所又は居所 

４ 法定代理人が請求する場合、次のいずれかの書類を提示し、又は提出してください。 

  請求資格確認書類 □戸籍謄本 □登記事項証明書 □その他（      ） 
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５ 任意代理人が請求する場合、次の書類を提示し、又は提出してください。 

  請求資格確認書類 □委任状 □その他（                ） 
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 第 23 号様式（第 21条関係） 

                                第     号  

                                年  月  日  

 

           様 

 

                  （実施機関名）           印   

 

 

保有個人情報利用停止決定通知書 

 

     年  月  日付けで利用停止請求のあった保有個人情報については、個人情

報の保護に関する法律第 101 条第１項の規定により、下記のとおり利用停止をすることと

決定したので通知します。 

記 

利用停止請求に係る保有個人

情報が記録されている公文書

の名称又は保有個人情報の内

容 

 

利用停止請求の趣旨  

利用停止決定をする内容及び

理由 

１ 利用停止決定の内容 

 

 

２ 利用停止の理由 

 

 

所管課  

電話   （   ）    内線 



- 32 - 

 第 24 号様式（第 21条関係） 

                                第     号  

                                年  月  日  

 

           様 

 

                  （実施機関名）           印   

 

 

保有個人情報部分利用停止決定通知書 

 

     年  月  日付けで利用停止請求のあった保有個人情報については、個人情

報の保護に関する法律第 101 条第１項の規定により、下記のとおりその一部の利用停止を

することと決定したので通知します。 

記 

利用停止請求に係る保有個人

情報が記録されている公文書

の名称又は保有個人情報の内

容 

 

利用停止請求の趣旨  

利用停止決定をする内容及び

理由 

１ 利用停止決定の内容 

 

 

２ 利用停止の理由 

 

 

利用停止をしない部分の概要

とその理由 

１ 利用停止をしない部分の概要 

 

 

２ 利用停止をしない理由 

 

 

所管課  

電話   （   ）    内線 

（教示） 



- 33 - 

 第 25 号様式（第 21条関係） 

                                第     号  

                                年  月  日  

 

           様 

 

                  （実施機関名）           印   

 

 

保有個人情報利用停止拒否決定通知書 

 

     年  月  日付けで利用停止請求のあった保有個人情報については、個人情

報の保護に関する法律第 101 条第２項の規定により、下記のとおり利用停止をしないこと

と決定したので通知します。 

記 

利用停止請求に係る保有個人

情報が記録されている公文書

の名称又は保有個人情報の内

容 

 

利用停止をしない理由  

 

所管課  

電話   （   ）    内線 

（教示） 



- 34 - 

 第 26 号様式（第 22条関係） 

                                第     号  

                                年  月  日  

 

           様 

 

                  （実施機関名）           印   

 

 

保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書 

 

     年  月  日付けで利用停止請求のあった保有個人情報については、個人情

報の保護に関する法律第 102 条第２項の規定により、下記のとおり利用停止決定等の期間

を延長したので通知します。 

記 

利用停止請求に係る保有

個人情報が記録されてい

る公文書の名称又は保有

個人情報の内容 

 

延長後の期間     日（利用停止決定等期限     年  月  日） 

延長の理由  

所管課  

電話   （   ）    内線 

 



- 35 - 

 第 27 号様式（第 23条関係） 

                                第     号  

                                年  月  日  

 

           様 

 

                  （実施機関名）           印   

 

 

保有個人情報利用停止決定等の期間の特例適用通知書 

 

    年  月  日付けで利用停止請求のあった保有個人情報については、個人情報

の保護に関する法律第 103 条の規定により、下記のとおり利用停止決定等の期間を延長し

たので通知します。 

記 

利用停止請求に係る保有個人

情報が記録されている公文書

の名称又は保有個人情報の内

容 

 

法第 103 条の規定（利用停止

決定等の期限の特例）を適用

する理由 

 

利用停止決定等をする期限     年  月  日 

所管課  

電話   （   ）    内線 

 



- 36 - 

 第 28 号様式（第 24条関係） 

                                第     号  

                                年  月  日  

 

           様 

 

                  （実施機関名）           印   

 

 

鴨川市行政不服審査会諮問通知書 

 

     年  月  日付けの        に対する審査請求について、下記のと

おり鴨川市行政不服審査会に諮問したので、個人情報の保護に関する法律第 105 条第３項

において準用する同条第２項の規定により通知します。 

記 

審査請求に係る保有個人情

報が記録されている公文書

の名称又は保有個人情報の

内容 

 

審査請求に係る開示決定等

（訂正決定等、利用停止決

定等） 

 

審査請求 １ 審査請求日 

 

 

２ 審査請求の趣旨 

 

 

諮問をした日     年  月  日 

所管課  

電話   （   ）    内線 

 

 


